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1.チェコ共和国の概要                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国民が義務的に加入する健康保険システムがあり、政府が承認する 9 社により運営されている。公衆衛生予算

の約 6％が歯科に使われている。約 70％の歯科治療は国の保険制度により支払われており、残りは自由診療であ

る。専門医制度は整備されており、病院の助手は歯科衛生士のみに限られている。歯科医師の生涯研修は義務化

され、受講により臨床技術の証明書が与えられ、治療料を高く設定できる。 

 

2.医療制度の概要                                          

チェコ共和国は人口と国土が小さな国家である。チェコ共和国は共和制で民主主義国家である。国家は、議会に

よる立法、主に大統領と政府による行政、様々な法廷による司法の 3 つに分かれている。13 の広域自治体からな

り、首都のプラハも広域自治体に含まれる（13 県および首都プラハ）。 

 

チェコの医療保険は、リスク分散の連帯の原理に沿って作られ、高いレベルの自治と、公的健康保険による様々

な財源、医師と医療機関の自由な選択、公的医療保険の枠組みの中での保険会社の自由選択、そして被保険者が

平等に医療サービスを享受できる仕組みになっている。 

 

医療は、主に強制加入の公的保険により提供される。強制加入の公的保険制度は州が認可した 10 社により提供さ

れる。この保険制度（疾病金庫 Sick fund）は、法的に決められた標準的な医療を提供する。契約によって加入す

る医療保険は補助的なものである。 

 

公的医療保険に加入するには、定期的に保険料の支払いが必要である。加入者は様々で、被雇用者・雇用主・自

営業者、州を含む。 

 

被雇用者が公的医療保険制度に加入している場合、雇用者と被雇用者は保険料を折半して支払う。全保険料の３

分の１を被雇用者が支払い、残りの３分の２を雇用主が払う。それぞれ収入の 4.5％と 9％にあたり、総給与の

13.5％になる。自営業者は、保険料を月々支払うが、支払い額は年末の会計で決まる。 

 

州は、公的医療保険制度の加入者のための保険料を支払うが、州の予算から保険会社 insurer に、法的に必要な

額が送金される。この加入者には、子供(18 歳、あるいは 26 歳の学生まで)と、年金受給者(チェコ年金制度によ

り年金を給付されている)、育児休暇あるいは７歳までの少なくても一人の子、あるいは 15 歳までの二人の子を

育てている母親、国家公務員、容疑者や服役囚などが含まれる。 

 

チェコ共和国に永住しているが、被雇用者・自営業者・州が保険料を支払っている、のどれにも当たらない人は、

個人の保険会社に保険料を支払う必要がある。 

 

EU 及び EEA への加盟 2004 年 

人口(2008 年) 10,381,130 

一人当たりの GDP および PPP(2006 年) 20,612 ユーロ 

通貨 チェコクラウン(CZK) 

言語 チェコ語 

歯科医師数 8,146 人 

歯科医師一人あたりの人口 1,473 人 

チェコ歯科医師会加入割合  100％ 
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3.歯科医療制度                                            

 

  年 出典 

総歯科医療費の対 GDP 比（％）  0.36％ 2006 チェコ歯科医師会 

歯科医療費の私費の割合(%) No data   

 

公的医療の予算のうち約 6％が歯科に使われている。医療の予算は、保険基金の推定額より毎年見積もられて

いる。口腔のヘルスケアは、チェコ歯科医師会（Czech Dental Chamber: CSK）により運営されている。 

 

1)公的歯科医療 

保険基金は強制加入の公的医療保健によって運営されているのは先述の通りである。予算の配分は、政府の

医療政策により決められている。 

 

歯科医療の 80％は医療保険制度により、残りは開業医による自費診療である。疾病金庫（The Sick Funds）

は国の法によって自主管理されている。 

 

歯科医療は、大学病院または民間開業医と技工所により提供されている。2007 年には、約 90％の歯科医療が

民間開業医により提供された。 

 

保険のシステムでは、アマルガム充填や歯内療法(ペースト状の根管充填)、外科的・歯周病学治療、基本的

な補綴治療などの基本的な保存的治療が提供される。基本的な治療項目（項目は法律によって規定されてい

る）には外来一部負担金は発生しない。患者一人あたりの年間の治療量の限度はない。 

 

審美的充填物、基本的でない歯内治療(ガッターパーチャーの側方・垂直的充填、加熱充填)、インプラント、

成人の固定式矯正治療器具は全額患者負担である。クラウンブリッジ、部分床義歯、可徹式矯正治療器具は、

一部は疾病金庫 が支払い、残りを患者自身が支払う。その割合は以下の例のように、補綴物によりことなる。 

例) 金属－セラミッククラウン＝15-20％が疾病金庫、80～85％が患者負担 

鋳造フレームの部分床義歯＝30-60％が疾病金庫、40～70％が患者負担 

 

治療開始にあたり事前の承認は不要で、在宅ケアの提供はない 

 

18 歳までの子供は、費用の高い治療に対しても医療保険のカバー率が高く、大人の場合、全ての充填物・全

ての歯内治療・補綴物のより高価なものなどは一部自己負担でカバーしている。主にプラハと他の大きな都

市の 1％以下の歯科医師、は完全に保険外で、完全自由診療をしている。歯科治療費は、直接歯科医師と交

渉する契約により決められ、全額患者負担である。よって治療費用は、完全に自由である(市場調査による)。 

  

フルタイムで働く歯科医師は通常 1,650 人の患者に対応する。ほとんどの成人は基本的には 6 ヶ月に一度定

期検診を受ける。 

チェコ共和国の一部の地域では、矯正治療と口腔外科専門医、歯周病、小児歯科医が不足している。 

 

  年 出典 

総医療費の対 GDP 比（％）  6.8% 2006 年 OECD 

医療費の政府負担割合（公的資金）（％） 87.9% 2006 年 OECD 
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2)民間歯科医療保険 

   記載なし 

 

3)歯科医療の質の評価 

チェコ歯科医師会は、治療に関して患者が不満を訴えた時に介入する。訴えは、最終的に地方歯科医師会監査委

員会で審査される。歯科医師の医療過誤や倫理問題の審査をするのは、地方歯科医師会名誉委員会である。 

 

 

4)口腔保健データ 

  年 出典 

12 歳児 DMFT 2.5 2006 歯科医師会 

12 歳での DMFT がゼロの割合 29.5% 2006 歯科医師会 

65 歳以上で無歯顎者の割合 18.2% 2003 歯科医師会 

 

5)フロリデーション 

チェコ共和国では、水道水フロリデーションは行っていない。フッ化物添加塩はボランティアベースで一部

存在する。歯科医師は、年齢と患者の口腔状態によってフッ化物配合歯磨材の使用または他の局所フッ化物

応用の利用を勧める。 

 

4.歯科医療従事者の養成と登録                                  

1)学部教育 

歯科大学に入学するには高校に卒業し、卒業証書をもらう必要がある。入学に際し、学科試験に通る必要がある

が、それ以外の応募要件はない。 

 

 2007 年 

学校数 5 

入学者数 260 人 

卒業者数 250 人 

女性の割合 38% 

 

歯科大学は医学部口腔学科として存在する。 

2003 年までの学生の卒業までの年数は 5 つの歯科大学で 5 年・5 年半・6 年と異なっていた。しかし、2004 年か

らは歯学教育は EU の基準による新しいカリキュラムにより、全ての大学が 5年制となった。 

 

歯科大学の質保証の責任は教育省、大学の学長および学部長にある。 

 

2) 初期歯科医師免許：Primary dental qualification  

2003 年では、歯科医師免許の名前は MUDr で、一般の医師と同じであった。しかし、卒業証書では「口腔の医

療に関する医科大学を卒業した医師：Medicinae universae doctor in disciplina medicinae stomatologicae」 

ように書かれている。名称変更の法律は、順に行われ、現在の歯科医師免許では MDDr である。この名称変更は、

2004 年から新しい歯科教育が開始したことに関連している。 

 

3)卒後研修（Vocational Training） 

歯科医師免許に続き、熟練の歯科医師の下で 36 ヶ月の卒業後の研修があり、研修後は歯科医師会より修了証明
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書が授与される。この研修は試験により完了するのでなく、指導医の判断により修了する。修了して初めて歯

科医師としての正式な免許を得ることができ、開業もできる。研修期間中、歯科医師は被雇用者となり給料を

支給される。この卒後研修は、臨床的な面(参加者は、予防的・診断的・治療項目のリストを満たさなければな

らない)、また理論的な意味での訓練(推奨されたコースと講義の受講が必修)に分かれている。 

  

この職業訓練のシステムは MDDr の一期生が卒業した 2009 年まで続くとされている。この卒業生は他の EU 諸国

と共通した教育と訓練を受けた学生で、卒業生は資格取得後すぐに他の EU 諸国で働くことが出きる。 

 

2009 年には新しいチェコの法律が導入される予定で、その結果、医師と歯科医師（MUDr. 、MDDr.） 全ての卒

業生が、大学修了後、ただちに免許が認められることになる。 

 

チェコの卒後研修は、他の EU 諸国の歯学部卒業生に対しては義務化されてない。 

 

4）歯科医師登録制度(Registration) 

歯科医師は保健省、歯科医師会、地域管理部局 the Regional Authority に登録しなければならない。 

歯科医師登録をするためには、歯科医師免許とチェコ共和国の永住許可、労働許可、そしてチェコ語の試験合格

が必要である。 

 

しかしながら、チェコの歯科医師の保健省への登録制度はないため、登録料は無料である。チェコ人でない、海

外の歯科医師には、保健省の資格の確認を行うが、この手続きも無料である。 

 

歯科医師会は、歯科医師の資格および診療状況に関する情報などを登録・管理している。 

 

外国人がチェコ共和国で歯科治療をするために必要なもの 

1. 保健省管理下の大学卒業証書の確認 

2. 十分なチェコ語の知識(チェコ語のテストの合格) 

3. 長期居住あるいは永住許可 

4. EU 諸国で取得した資格は認められる。チェコ共和国内での歯科診療への認可は保健省が行

い、ＥＵ外からの歯科医師は許可を得ることが必須である。筆記と口頭試験がある。 

5. 歯科医師会の会員登録 

6. 以下に該当するものは歯科医師会に登録できる： 

チェコあるいは他国の医科大学を修了し、歯科の最終試験に合格した者 

チェコ共和国内で診療を行う許可が下りている者 

 

※以上のことを全て満たすものは診療を行う事ができる 

※開業するには、更に歯科開業の免許発行のための歯科医師会の必要条件を満たす必要がある。 

 

 

 

5) 生涯研修 

2004 年から、生涯研修受講が義務になった。これは主に歯科医師会により提供されているが、他の運営者も参加

することができる。理論と臨床の講義がある。 

歯科医師会による継続的な生涯研修を修了者には修了証明書が授与される。修了証明書には以下がある。 
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優れた技能を持つ歯科医師であることの証明書 

 歯周病治療に優れた技能を持つ歯科医師であることの証明書 

 口腔外科に優れた技能を持つ歯科医師であることの証明書 

 小児歯科治療に優れた技能を持つ歯科医師であることの証明書 

 矯正歯科治療に優れた技能を持つ歯科医師であることの証明書 

 

 

この証明書は、歯科医師が教育を受けていることの証明である。推奨された臨床コースまたは理論的講義に参加

することで、履修単位が与えられる。卒後研修に参加した歯科医師は 2 年間で必要な単位と規定の範囲の教育を

受けると、証明書をもらう事ができる。証明書は 3～5 年間有効である。この証明書を持つ人は、いくつかの歯科

治療で 10％ほど高い診療報酬を受けることができる。但し、患者が余分に支払う必要はない。 

 

6)専門医養成(Further postgraduate and specialist training) 

歯科矯正医と口腔外科の 2 分野には専門医養成研修がある。この専門医養成研修に参加するには、一般歯科診

療（口腔外科または医科診療も可能）に 36 カ月間従事する必要がある。そして、歯科矯正専門医は 3年、口腔

顎顔面外科専門医には 6年間の研修が必要で、修了試験を受けて研修が修了する。 

 

この専門医養成は大学病院内のクリニックで行われ、専門医訓練の資格を持つ大学教員による指導の下で行わ

れる。 

以下の修了書によって専門医資格が授与される。 

 

歯科矯正専門医 

上顎顔面整形外科分野における証書： 

歯科矯正専門医養成コースの修了証書 

attestation in maxilla-facial orthopaedics 

Diplom o specialzaci(v obru ortodoncle) 

口腔外科専門医 

顎顔面整形外科分野における証書： 

口腔外科専門医養成コースの修了証書 

attestation in oral and maxillofacial surgery Diplom o specialzaci  

(v oboru oraini a maxilofacialni Chirugie) 

 

専門医登録の責任は保健医療の州の教育システム the Chamber under the State Educational System in 

healthcare にある。専門医訓練中の歯科医師には大学から給料が支払われる。 

 

 

5.歯科医療従事者の種類と労働人口(Workforce)                            

 1)歯科医師  

 2005 年 

全登録歯科医師数 8,146 人 

医療従事歯科医師数 7,048 人 

歯科医師 1人あたりの人口* 1,473 人 

女性歯科医師の比率 65% 

チェコ共和国あるいはスロバキア以外で歯科医師免許を取得した者 221 人 

 

 



 
 

 
 

The Czech Republic チェコ共和国 
 

人口に対する歯科医師数とは、専門医を含め診療に従事している歯科医師に対する人口の数である。 

 

2007 年に、就職していない歯科医師はいないと歯科医師会により発表された。 

 

2008 年以降、働く歯科医師の数は減少すると歯科医師会は予測している。現役歯科医師の 63％は 50 歳以上

であり、年々定年になる歯科医師の数が、歯科医師として働き始める人よりも多いと予測したからである。 

 

歯科医師の海外流出 

チェコ共和国から近隣の国に移る大きな動きは見られない。国を出ていく歯科医師の数と海外から来る歯科

医師の数はだいたい同じである。一年でおおよそ 22 人の歯科医師が他国から来る一方で、同じ人数のチェコ

人の歯科医師が他国で働く為の証明書を貰っている。 

 

 2)専門医 

専門医 専門医数（2007 年） 

歯科矯正 299 人 

口腔―顎―顔面外科専門医 (OMFS) 70 人 

 

2007 年、28％の歯科矯正科専門医が男性、88％の口腔―顎―顔面外科専門医が男性であった。 

 

更に、75％の歯科医師が優れた技能を持つ歯科医師である証明書を持っており、高い診療報酬を得ている。

この中には、一般歯科の証明書も含まれている。 

優れた技能を持つ歯科医師である証明 歯科医師数（2007 年） 

小児歯科 22 人 

歯周病 405 人 

小児歯科 22 人 

歯科補綴  

口腔外科 oral surgery 434 人 

歯科公衆衛生学  

 

一般歯科医から専門医への紹介は一般的であるが、患者が紹介状なしに専門医を受診することは可能である。 

 

3)歯科医療補助職 

歯科医療補助職には、歯科衛生士と歯科技工士の 2種類ある。更に、歯科助手と受付がある。 

 

活動中の歯科医療補助職従事者数 

 2007 年 

歯科衛生士 200 人 

歯科技工士 4,500 人 

義歯専門技工士 0 人 

歯科助手 7,000 人 

デンタルセラピスト 0 人 

その他 0 人 

全ての人数は概数である。 

歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手の登録義務はない。 
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 (1)歯科衛生士 

歯科衛生士は修了書（DiS）がある場合に、チェコ共和国内で働くことが認められている。４年間の高等学

校の教育修了後、歯科衛生士学校で３年間教育を受ける。 

2008 年に、３年間の歯科衛生士教育の学士課程（Bachelor degree study：BSc）が始まった。 

 

歯科衛生士は、歯科医師の指導下でのみ働くことができ、スケーリング、クリーニング、研磨、過剰充填

物の除去、フッ化物塗布、シーラント、歯科健康教育を実施できる。 

 

被雇用者として働く場合、登録は必要でない。大半の歯科衛生士は勤務して給料を得ている。2007 年には

職のない歯科衛生士はいないと報告されており、歯科衛生士の供給より需要が高い。 

 

(2)歯科技工士 

歯科技工士の訓練は様々あり、歯科技工士専門の高等学校で４年間勉強し（歯科技工士の助手をすること

で、雇われの歯科技工士として働くことが可能である）、または歯科技工士を専攻して高等教育を受ける（４

年の高等学校修了後に 3 年の歯科技工士としての教育を受ける）という道があり、高等教育修了によって

DiS の称号を授与される。2008 年、歯科技工士の 3年間の学士 BSc 課程が始まった。 

 

歯科医師会による歯科技工士の違法な歯科医療行為について報告はない。 

 

(3)歯科助手（デンタルナース） 

歯科助手は以下の適切な教育を受けていなければならない。 

 歯科助手の特別なコースに行く 

 ２年間、歯科助手の学校教育を受ける 

 歯科助手は歯科医師の下で教育を受けることによって、一般的な看護師となることができる。 

その場合、4年間の看護師学校で教育と修了試験を受ける。 

 

歯科助手は、歯科健康教育を行うことが出来る。 

 

 

6.歯科医療(施設の種類別）                                       

 

 歯科医師数（2007 年） 

一般開業医（General Private Practice） 6,206 人 

公的歯科医療施設 0 人 

大学 309 人 

病院 30 人 

軍隊 35 人 

一般開業医の割合 87% 

 

1) 開業医・一般歯科医（Working in Private/General Practice） 

 

治療費用 

健康保険を使って働く歯科医師が、健康保険に適応となる治療内容および保険適応とならない治療費用

の一覧表を作成することが法により定められている。治療費用は各開業医で設定可能で、特に規制はな

い。一つ一つの診療単位で計算され、規制はない。保険適応となる治療内容の価格には、保険でカバー



 
 

 
 

The Czech Republic チェコ共和国 
 

される費用が差し引かれて示される。 

 

よって、治療費用は開業医によって異なっている。(例えば、メタルセラミッククラウンの通常の費用

は 2,500-4,000Czech Crowns、約 100-160 ユーロ) 

治療費用は財務当局により管理され、会計監査や書類、患者の苦情などにより定期的にチェックされる。 

 

健康保険が全額負担する治療の費用については、どの保険会社でも同じで、一年ごと更新される。治療

費用は保険会社、歯科医師の代表（歯科医師会の会長や副会長）の交渉によって決定される。 

 

支払いについては、契約した歯科医師は、患者一覧と行った治療内容一覧を添付して請求書を保険会社

に送付（通常、月ごとにフロッピーディスクか USB）し、30 日後、保険会社から支払いを受ける。 

 

開業 

歯科医院の開設場所に関する特別な規則はない。また、歯科医師が開業する場所を規制するもない。診

療を行う条件を満たすことができれば、どの建物でも歯科医院を開くことが出来る。しかし、診療室の

最小限の大きさ、障害者のための設備などの規則は存在する。歯科医院を共同で開設するパートナーと

なる歯科医師の最小限の人員には規則がない。 

 

患者情報を売ることは法律で禁止されている。国に新しい歯科医院開設の補助は行わないため、一般的

に歯科医師は銀行から借金をしなければならない。 

 

新規に開業するには、地域の保健局に登録しなければならない。全ての必要な条件(資格、規律の遵守、

衛生規則、治療設備)を満たす場合、登録が拒否されることはない。登録には一度のみ地方当局への登

録が必要で、2008 年で 1,000CZK(40 ユーロ)である。 

 

開業医で勤務医として働く卒業生は 500 人以下である。 

 

 

2)公的歯科医療施設 

 チェコ共和国には公的歯科医療施設はない。 

  

3)病院 

歯科医師のうち病院(大学または大きな病院)で働く歯科医師は、通常勤務医として雇用されている。病院は

ほとんどの場合、国が所有(大学病院)しているか、あるいは私立(法人)であり、すべての種類の治療と口腔

外科治療を提供するのが一般的である。 

 

このような歯科医師は歯学部学生の教育と養成にも携わっている。 

 

病院に勤務する歯科医師の半数は専門医で、残りは研修医である。かれらは完全にあるいは部分的に雇用さ

れ、中には開業医で同時に働く人もいる。 

4)大学歯学部 

大学歯学部で働く歯科医師は、通常フルタイムで勤めている。中には、パートタイムの教員としての仕事と

一般開業医での仕事(大学の許可を得て)を兼業している者もいる。 

 

大学の歯科医師は全員"MUDr"か"MDDr"である。大学教員の追加の肩書きとしては、助手(As)、docent(Doc)、

教授(Prof)がある。 
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大学講師や教授になるには"habilitaion"に合格する必要がある。これには、さらなる経歴（論文執筆や研究

活動）および大学での公開講座での講義実施が必要である。博士号（PhD）も必要である(以前は CSc で十分

だった)。CSc（candidatus scientiarum）は 1990 年までチェコ共和国で使われていた科学分野における学位

である。CSc を取る方法は PhD と同じである。PhD は 1990 年代からチェコ共和国で使われるようになった。 

 

疫学研究はチェコ統計研究所（the Czech Statistical Institute）とチェコ共和国健康情報統計研究所（the 

Institute Health information and Statistics of the Czech Republic）で行われている。 

 

 5)軍隊 

軍隊働く歯科医師の 60％は女性である。 

 

7．職業上の事項(professional matters)                                    

1)職業組合 

 

 数 年 出典 

チェコ歯科医師会 8,146 2007 年 チェコ歯科医師会 

 

チェコ歯科医師会は 1991 年に設立された。CSK は FDI 世界歯科医師連盟の正会員である。 

歯科医師として働くには CSK に登録しなければならないが、働いていない歯科医師は CSK の会員である必要がな

い。CSK は独立した自治体であり、非政府組織である。CSK は歯科医師の共通の利益を保護し、歯科医師の質と倫

理性を維持するための職業団体である。CSK は会員である歯科医師に対する苦情の和解や、会員である歯科医師に

たいして懲戒を行う。CSK は歯科医院を開院するのに必要な条件を取り決め、歯科医師の治療行為の必要条件の遵

守を確認する。 

 

CSK は地域の 61 の地方歯科医師会により成り立っている。CSK の最高位は地方歯科医師会で選ばれた 92 人の会員

である。その中から、代表、副代表、15 人の役員、7人の審査役員、9 人の名誉会員を選ぶ。任期は４年である。 

 

CSK は歯科医師の生涯研修にも関わっている。CSK は優れた歯科医師である証明書を発行することで生涯研修受講

の証明としている。 

 

2)倫理と規制 

(1)倫理規定 

チェコ共和国には倫理規則があり、CSK により管理されている。倫理規則の違反は、チェコ歯科医師会地

方監査局と名誉評議会（Regional Auditing Boards of CSK and Honorary Councils of CZK） により管

理されている。 

(2)懲戒 

患者からの苦情は、地域の 名誉評議会（the Honorary Council of CSK）に提出され、懲戒、罰金、ある

いは免許剥奪(歯科医師免許は直ぐに停止にはならない)などの処分が行われる。深刻な違法行為は法廷に

て裁かれ、投獄の場合もある。苦情は歯科医師会の地方監査審議会（the professional body - the regional 

Auditing Board of CSK）により処理される。苦情はさらに 懲戒委員会（the disciplinary body of CSK）

で対応することもある。 

 

(3) 情報とデータの保護 

情報保護は EU 指令（EU Directives）に準拠した法によって定められている。 
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(4)広告 

広告は倫理規則の範囲内で認められているが、TV やラジオでの広告はこれに含まれていない。 

 

チェコ共和国の歯科医院は、倫理規則内で、インターネットでの広告が認めている。しかし、倫理規則は

これについての詳しい部分はない。倫理規則は CED 倫理ガイドラインに従って作成されている。 

 

(5) 損害賠償保険制度（Indemnity insurance）への加入 

損害賠償責任保険はチェコ共和国の歯科医師全員に加入義務がある。適用される範囲は事前に決められて

いない。歯科医師は通常 1,000,000～5,000,000 CZK(32,000～160,000 ユーロ)の範囲を選んで加入する。

海外で働くには、特別な契約を更に結ぶ必要がある。 

 

(6)歯科法人(cooperate dentistry)  

誰でも歯科医院を開業することができ（歯科医師以外の人が開設者となる場合は、歯科医師がいる事が必

要）、会社として経営する事もできる。2008 年時点では、チェコ共和国において 244 の歯科民間企業が存

在している。 

 

企業の経営者は、活動・社内関係などについての書類を提出しなければならない。また、会社登録の審査

を受ける必要がある。 

 

(7)ホワイトニング 

ホワイトニングは歯科医師のみ提供でき、歯科医師の管理の下で歯科衛生士が提供する事が出来る。ホワ

イトニングの手順は化粧品規定（Cosmetic rules）で規制され、健康保険は適用されない。 

 

6％以下の過酸化物を含むものは化粧品として薬局で販売する事が出来る。 

 

3) 職場での安全衛生 

行政規則により、歯科医師と歯科医師の下で働く人は B型肝炎のワクチンを接種し、その後定期的に 

抗体検査しなければならない。雇用主は、通常従業員の予防接種費用を負担する。 

 

  (1)電離放射線 

放射線防護の教育は、歯学部においてカリキュラムの一部であり必修である。 

 

学部教育のおける放射線防護に関する教育は、開業してデンタルＸ線やパントモを扱うには不十分である。

歯科医師は国家核保全局（State office for Nuclear Security）で 10 年毎に試験を受けなければならな

い。 

 

放射線設備は国家核保全局に登録し、設備は政府の認可を受けている会社によって管理されていなければ

ならない（毎年の点検が必要）。 

(2)有害廃棄物 

アマルガム分離装置は 2004 年以降、ユニットに設置義務がある。歯科医院は、アマルガムの処分と分離装

置の交換をするために政府認可の会社と契約しなければならない。 

診療に伴い発生した有害廃棄物処分は、必ず政府公認の会社が行われなければならない。 
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安全衛生に関する規約  

対象 監督省庁 

電離放射線 国家核保全局（State office for Nuclear Security） 
電気設備 地方政府が認可した電気設備技術者 

感染対策 保健省および地方監督局 

医療器具 保健省 

廃棄物処理 地方政府 

 

8.経済的事項                                              

1)退職年金 

通常の定年は 63 歳だが、歯科医師とスタッフはそれ以降も働く事が出来る。 

 

国家年金制度があり、歯科医師および従業員は年金が支給される。年金額は最後に申請した収入の約 50％で

ある。これは被雇用あるいは雇用主である歯科医師共に同じである。その他の追加的に支給される年金は、

個人契約と保険料によって異なる。 

 

2)税金 

(1) 所得税 

チェコ共和国には所得税がある（2008 年 4 月 1日時点で 25CZK（約 1 ユーロ））。 

 

年収 年間の税（チェコ通貨 CZK） 

0 – 121,200 12% 

121,200 – 218,400 14,544 CZK + 19% 

218,400 – 331,200 33,012 CZK + 25% 

331,200 以上 61,212 CZK + 32% 

 

(2) VAT（消費税） 

チェコ共和国には二つの VAT 率が存在する（9%, 19%）。 

主な歯科材料（充填物・印象物・器具）は 9%、消毒液・グローブ・予備用品、放射性物質は 19％である。

歯科治療費（他の医療費も）には消費税は課せられない。 

 

 

経済的指標 

チューリッヒを 100 としたときのプラハの値 プラハ 2003 プラハ 2008 

物価（賃貸料を除く） 40.5 58.7 

物価（賃貸料を含む） 41.8  57.2 

賃金レベル（純） 12.4 24.7 

国内購買力 32.0  43.2 

出典: 2003 年 8 月と 2008 年１月の UBS 

 


